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渋川市徳冨蘆花記念文学館条例の一部を改正する条例

渋川市徳冨蘆花記念文学館条例（平成１８年渋川市条例第１１４号）の一

部を次のように改正する。

第１条中「文学館」を「渋川市徳冨蘆花記念文学館（以下「文学館」とい

う。）」に改める。

第２条中「徳冨蘆花記念文学館」を「渋川市徳冨蘆花記念文学館」に改め

る。

第３条中「徳冨蘆花記念文学館（以下「文学館」という。）」を「文学館

」に改める。

第８条第１項中「文学館」の次に「及び駐車場」を、「者は」の次に「、

駐車場の一時利用を除き」を加え、同条第２項中「文学館」の次に「又は駐

車場」を加え、同条第３項各号列記以外の部分及び第５号中「文学館」を「

施設等」に改める。

第１０条中「文学館」を「施設等」に改める。

第１１条第１項第６号中「文学館」を「施設等」に改め、同条第２項中「

市」を「教育委員会」に改める。

第１３条第１項を削り、同条第２項中「別表第３」を「別表第２」に改め

、同項を同条とする。

第１５条第１号中「文学館」の次に「又は駐車場」を加え、同条第２号中

「文学館の」を削り、同条に次の１号を加える。

（３） 教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

別表第１に備考として次のように加える。

備考 未就学児の観覧は、無料とする。

別表第２を削る。



別表第３中「※注 定期利用車両は、１５台までとする。」及び「※注

１台につき。」を削り、同表に備考として次のように加える。

備考

１ 定期利用できる車両の台数は、１５台までとする。

２ 定期利用による使用者が、月の途中において新たに使用を開始し、

又は月の途中において使用を終了し、若しくは中止する場合であって

も、その月の使用料は全額徴収するものとする。

３ 一時利用において有料となる駐車時間に１時間未満の端数があると

きは、その端数を１時間として計算するものとする。

４ この表において二輪車とは、道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車並びに同法第３

条の規定により区分される大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう

。

５ この表において普通車・軽四輪とは、道路運送車両法（昭和２６年

法律第１８５号）第３条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自

動車をいう。

別表第３を別表第２とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

条例の評価・見直しの審査結果に基づき、所要の改正をしようとするもの

である。



渋川市徳冨蘆花記念文学館条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（設置） （設置）

第１条 徳冨蘆花に関する資料の収集、保管、展示等を行い、これらの資料 第１条 徳冨蘆花に関する資料の収集、保管、展示等を行い、これらの資料

に関する調査、研究をすすめるとともに、終焉の部屋を保存し、文化の薫 に関する調査、研究をすすめるとともに、終焉の部屋を保存し、文化の薫

り高い地域づくりに貢献するため、渋川市徳冨蘆花記念文学館（以下「文 り高い地域づくりに貢献するため、文学館

学館」という。）を設置する。 を設置する。

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 渋川市徳冨蘆花記念文学館 名称 徳冨蘆花記念文学館

位置 渋川市伊香保町伊香保６１４番地８ 位置 渋川市伊香保町伊香保６１４番地８

（業務） （業務）

第３条 文学館 は、次に掲げる業 第３条 徳冨蘆花記念文学館（以下「文学館」という。）は、次に掲げる業

務を行う。 務を行う。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（利用の許可） （利用の許可）

第８条 文学館及び駐車場の施設及び附属施設（以下「施設等」という。） 第８条 文学館 の施設及び附属施設（以下「施設等」という。）

を利用しようとする者は、駐車場の一時利用を除き、あらかじめ教育委員 を利用しようとする者は 、あらかじめ教育委員

会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同 会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同

様とする。 様とする。

２ 教育委員会は、前項の許可をする場合において、文学館又は駐車場の管 ２ 教育委員会は、前項の許可をする場合において、文学館 の管

理上必要な条件を付すことができる。 理上必要な条件を付すことができる。

３ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を ３ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文学館の利用を

許可しない。 許可しない。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） その他施設等の管理上支障があるとき。 （５） その他文学館の管理上支障があるとき。

（特別の設備の制限） （特別の設備の制限）

第１０条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は 第１０条 利用者は、文学館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は

備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可 備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可
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を受けなければならない。 を受けなければならない。

（利用許可の取消し等） （利用許可の取消し等）

第１１条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第１１条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該許可に係る利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは当該許 当該許可に係る利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは当該許

可を取り消すことができる。 可を取り消すことができる。

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略）

（６） その他施設等の管理上特に必要があるとき。 （６） その他文学館の管理上特に必要があるとき。

２ 前項の措置により利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は ２ 前項の措置により利用者に損害が生じることがあっても、市 は

、その責めを負わない。 、その責めを負わない。

（使用料） （使用料）

第１３条 第１３条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第２に定める使用料

を納付しなければならない。

文学館駐車場を利用する者は、別表第２に定める使用料を納付しなけれ ２ 文学館駐車場を利用する者は、別表第３に定める使用料を納付しなけれ

ばならない。 ばならない。

（使用料の不還付） （使用料の不還付）

第１５条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号 第１５条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号

のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付すること のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付すること

ができる。 ができる。

（１） 文学館又は駐車場の管理上特に必要があるため、教育委員会が利 （１） 文学館 の管理上特に必要があるため、教育委員会が利

用の許可を取り消したとき。 用の許可を取り消したとき。

（２） 利用者の責めに帰することができない理由により、 施設 （２） 利用者の責めに帰することができない理由により、文学館の施設

等を利用することができないとき。 等を利用することができないとき。

（３） 教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係）

区分 観覧料（１人につき） 区分 観覧料（１人につき）

個人 団体（２０人以上） 個人 団体（２０人以上）

一般 ３５０円 ３００円 一般 ３５０円 ３００円

小・中・高校生 ２００円 １５０円 小・中・高校生 ２００円 １５０円

備考 未就学児の観覧は、無料とする。

別表第２（第１３条関係）

区分 利用料
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研究図書費 １人１時間につき １００円

別表第３（第１３条関係）

別表第２（第１３条関係） 【定期利用】

【定期利用】

区分 １台につき１月 区分 １台につき１月

普通車・軽四輪 ５，０００円 普通車・軽四輪 ５，０００円

※注 定期利用車両は、１５台までとする。

【一時利用】 【一時利用】

区分 最初の２時間ま 最初の２時間を超 泊留料 区分 最初の２時間ま 最初の２時間を超 泊留料

で えた１時間につき （午後３時から翌 で えた１時間につき （午後３時から翌

日午前１０時まで 日午前１０時まで

） ）

二輪車 １００円 １００円 ３００円 二輪車 １００円 １００円 ３００円

普通車・軽四輪 ３００円 １００円 ８００円 普通車・軽四輪 ３００円 １００円 ８００円

上記以外の車両 １，０００円 ２００円 ２，０００円 上記以外の車両 １，０００円 ２００円 ２，０００円

備考 ※注 １台につき。

１ 定期利用できる車両の台数は、１５台までとする。

２ 定期利用による使用者が、月の途中において新たに使用を開始し、

又は月の途中において使用を終了し、若しくは中止する場合であって

も、その月の使用料は全額徴収するものとする。

３ 一時利用において有料となる駐車時間に１時間未満の端数があると

きは、その端数を１時間として計算するものとする。

４ この表において二輪車とは、道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車並びに同法第３

条の規定により区分される大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう

。

５ この表において普通車・軽四輪とは、道路運送車両法（昭和２６年

法律第１８５号）第３条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自

動車をいう。


